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令和７年度第１９回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和８年１月６日 

                    担当部・課：産業部農林課〔内線３５５３〕 

① 件  名 

石巻市有機農業実施計画及び石巻市オーガニックビレッジ宣言について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

国は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、令和３年

５月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、２０５０年までの目標として、カーボンニュートラ

ル等の取組の推進による環境負荷の軽減と、持続可能な食料システムの構築を進めている。また、「み

どりの食料システム戦略」の効果的な推進のため、令和４年４月、「環境と調和のとれた食料システム

の確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（以下「みどりの食料システム法」とい

う。）」が制定された。 

本市においても、有機農業は水稲を中心に年々増加傾向であり、令和７年度の取組面積は１７経営

体で約８８ha となっている。農業全体では高齢化や担い手不足などの課題を抱える一方で、有機農業

を志す慣行農業からの転換者や新規就農者が増加傾向にあることから、その取組を支援し、定着に結

び付ける必要がある。併せて、農産物の高付加価値化により差別化を図ることで安定した収益が得ら

れる仕組みづくりへの支援も喫緊の課題となっている。 

 

【目的】 

有機農業推進の意思を明確化する石巻市オーガニックビレッジ宣言を実施し、生産・流通・消費ま

で一貫した施策の推進を図るもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 

（令和４年法律第３７号） 

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成２６年法律第７８号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第４章 多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち 

  第３節 魅力的な農林畜産業の振興 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和７年 ５月      石巻市有機農業推進協議会設立総会 

      ７月～随時開催 情報共有会議 

     １０月      先進地視察研修実施 

     １１月      生産者向け説明会実施 

     １２月      第１回石巻市有機農業推進協議会総会 

（「石巻市有機農業実施計画」の承認） 

⑤ 主な内容 

  

国が推進する「みどりの食料システム戦略」に基づき、石巻市有機農業推進協議会が策定した「石

巻市有機農業実施計画」を推進するため、市として「オーガニックビレッジ宣言」を行う。 

石巻市有機農業実施計画の概要については、下記のとおり。 

 

【計画期間】 

令和８年度から令和１２年度まで（５年間） 

資料８ 



 - 2 - 

 

【目標】 

担い手の高齢化や不足という課題に対し、農産物の高付加価値化による安定収益の確保を目指すと

ともに、作業効率化に向けたマニュアル整備を通じて生産者の意欲向上を図り、有機農業の普及と拡

大を目指すもの。 

  取組面積     約８８ha（令和７年度） →１００ha（令和１２年度） 

  取組経営体  １７経営体（令和７年度）→ ２０経営体（令和１２年度） 

 

【取組内容】 

 ・除草作業の軽減に向けた実証栽培等の実施 

 ・有機農業取組者等を対象にした生産、販売に係る講習会等の実施 

 ・栽培方法のマニュアル化 

 ・有機ＪＡＳ認証取得等支援 

 ・市内飲食店、宿泊施設との情報共有 

 ・保育所、学校等で有機農産物を使用した給食やおにぎり等の提供に向けた協議 

 ・マルシェや講演会等のイベントへの参加、試食会を含めた情報発信の実施 

 ・道の駅や直売所等への販路の開拓 

 

【みどりの食料システム法に基づく有機農業の推進方針】 

宮城県みどりの食料システム戦略推進基本計画及び石巻市産業振興計画に基づき、有機農業の取組

を含めた環境負荷低減活動の実施等について関係機関と連携して推進する。 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

 オーガニックビレッジ宣言により、有機農業の認知度や有機農業者の収益安定化とブランド力を向

上させ、持続可能な地域農業の確立に貢献する。 

 

【市財政への負担】 

 ・令和８年度  ２，４６０千円（全額国費） 

 ・令和９年度～ ２，１２０千円（一般財源・実施計画裁定額） 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

宮城県内でオーガニックビレッジに取り組んでいる自治体は以下４市町。このほか、全国では 

１４６の市区町村で取組を実施（令和７年８月２９日時点）。 

登米市 令和６年１２月２５日 宣言・計画策定 

栗原市 令和７年 ２月１０日 宣言・計画策定 

大崎市 令和７年 ３月１４日 宣言・計画策定 

加美町 令和７年 ４月２１日 宣言・計画策定 

※令和７年度の予定としては、大郷町が宣言・計画策定を目指している。 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

 令和８年 １月 石巻市有機農業実施計画を県に提出 

２月 オーガニックビレッジ宣言 

      ３月 第２回石巻市有機農業推進協議会総会 

 

⑨ その他 

 

 


